
福井市 

支援が必要な児童のためのハンドブック 
 

１． はじめに 

   （１）ハンドブックの活用について 

     ・妊娠期から１８歳以降の移行までを網羅 

     ・利用児童・保護者が理解した上で一人一人に応じた適切な療育が受けられるように支援するため 

     ※『はぐくむ book』や『はぐくむ net』 

   （２）ライフステージと主なサービス・機関 

   （３）最新情報の掲載について 

     ・ＵＲＬ（ＱＲコード） 

２． 児童通所支援について 

   （１）対象となる児童とは 

     ・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者手帳を所持している方 

     ・特別児童扶養手当を利用している 

     ・医師の診断書もしくは意見書がある方 

     ・その他福井市が必要と認めた方 

   （２）児童通所支援の種類と内容（内容・対象者） 

     ・児童発達支援 

     ・居宅訪問型児童発達支援 

     ・放課後等デイサービス 

     ・保育所等訪問支援 

（３）児童通所支援を利用するには？ 

      ①流れ（表） 

      ②更新 

   （４）相談支援について 

   （５）利用料（自己負担） 

      ①上限額 

      ②上限管理 

      ③高額障害福祉サービス 

      ④多子軽減 

      ⑤無償化 

（６）留意事項 

３． 教育について 

   （１）就学について 

①就学相談の流れ（表） 

②児童館、放課後児童クラブ、放課後児童会、ＳＳＷの派遣、ライフパートナーの派遣、特別支援教育セン

ター 
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（２）不登校・ひきこもりについて 

   ①支援の流れ（フロー図） 

   ②関係機関 

（３）高校・特別支援学校（高等部）卒業後の進路 

     ・就労移行支援、就労継続支援への利用の流れ 

     ・就労支援事業所のしおりへのリンク（ＱＲコード） 

４． その他のサービスや相談窓口について 

   （１）障害福祉サービス（居宅介護、短期入所等） 

   （２）地域生活支援事業（地域活動支援センター、日中一時支援、移動支援、訪問入浴サービス等） 

   （３）手帳（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳） 

   （４）各種手当（特別児童扶養手当、障害児福祉手当、重症心身障害児（者）福祉手当） 

   （５）各種医療（こども医療、ひとり親医療、重度医療、自立支援医療、小児慢性特定疾患） 

   （６）母子保健（ふくっこ、ことばの教室） 

 （７）子育て支援（保育園の入園、ショートステイ、トワイライトステイ、） 

   （８）相談窓口 

     ・ふくっこ 

     ・子ども家庭センター 

     ・よりそい 

     ・基幹相談支援センター、地区障がい相談支援事業所、発達障がい相談支援事業所 

     ・スクラム福井 

・医療的ケア児（ＨＰへのリンク）（ＱＲコード） 

     ・難病 

     ・小児慢性特定疾患 

     ・児童相談所 

５． １８歳以降の支援について 

   （１）障害福祉サービス 

     ①介護給付（居宅介護） 

     ②訓練等給付（就労移行支援、就労継続支援Ａ型・Ｂ型、就労定着支援等） 

     ③地域生活支援事業（移動支援、日中一時支援、 

   （２）障害年金 

   （３）就労に向けた相談窓口 

     ①障害者就業・生活支援センター 

     ②ハローワーク 

     ③障害者職業センター 

     ④障害者雇用調整員 

 

 


